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船舶事故調査報告書 

 

                              令和７年９月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年７月１３日 ０１時３０分頃 

発生場所 長崎県平
ひら

戸
ど

市生
いき

月
つき

島北岸沖 

 大
おお

碆
ばえ

鼻灯台から真方位０６１°５４０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２６.５′ 東経１２９°２６.１′） 

事故の概要  漁船第二友
とも

栄
えい

丸は、東進中、錨が海中に落下して急左転し、停止し

た後、圧流され、干出浜に乗り揚げた。 

第二友栄丸は、船長が負傷し、船首部外板の亀裂及び舵の破損等を

生じた。 

事故調査の経過  令和６年７月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二友栄丸、４.５６トン 

 ＮＳ３－５０７９５３（漁船登録番号）、個人所有 

１０.５０ｍ（Lr）×２.４８ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２１３.３０kＷ、昭和５５年７月１日 

第２９２－５２９６８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ７０歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年７月２５日 

免許証交付日 令和５年７月１０日 

         （令和１１年３月１６日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長） 

 損傷 船首部外板に亀裂、舵に破損、プロペラ翼に曲損、機関に濡損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ高潮時、潮高 約２２９cm（薄
うす

香
か

湾）、潮流 南南東流約３ノット（kn） 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、令和６年７月１２日１７時００分

頃に平戸市平戸港内の係留場所を出港し、生月島南西方沖の漁場にお

いて１９時３０分頃から錨泊していか
．．

釣り漁を行った。（写真１参

照） 
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写真１ 本船（本事故後上架した状態、平戸市漁業協同組合提供） 

 

船長は、錨泊した場所で釣果がなかったので、本船を漂泊させなが

らいか
．．

釣り漁を行おうと思い、漁具及び錨を揚収した。 

船長は、波による動揺がほとんどなかったので、錨を左舷船首部に

ある先端にローラーが取り付けられた錨台の先に置いた状態で固縛せ

ずに、別の漁場に移動した。 

船長は、本船を漂泊させ、最後の漁場を出発するときに錨を錨台に

固縛することにして、右舷船首部からシーアンカーを降ろして漁を始

めた。 

（写真２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

         

写真２ 船長が本事故後購入した別の船の錨台等（右舷船首部、 

本船の錨台は左舷側に設置） 

 

船長は、適宜移動しながら漁を続け、１３日００時３０分頃、生月

島西方沖において漁をやめ、平戸港に向けて帰航することとした。 

船長は、漁具及びシーアンカーを揚収したが、錨台に置いた錨を固

縛しているものと思い込み、固縛するのを忘れた。その後、錨台に錨

を置いただけの状態で漁場を出発し、本船を約１０kn の対地速力で北

北東進させた。 

船長は、夜間は操舵室の中から外が見えにくいので、台の上に立っ

て操舵室天井にある蓋を開けてその開口部（以下「操舵室天井開口

錨台 

錨を紐で固縛した状態 

操舵室天井 
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部」という。）から外部に頭を出して見張りをしながら操船し、生月

島北端の大碆鼻西方沖で本船を右転させて東進させた。 

本船は、大碆鼻北端付近にある立標（以下「本件立標」という。）

の北方沖で、突然減速するとともに急左転した。 

船長は、減速等の反動で前のめりになって操舵室天井開口部の枠で

左眼付近を打ち、機関操縦レバーを中立としたが、その後意識がもう
．．

ろう
．．

とした状態で何もできないまま、本船が、ほぼ反転しておおむね

西方を向いた状態で潮流により左舷船尾方（おおむね南方）に圧流さ

れ、本件立標の東方沖近距離を通過し、０１時３０分頃に干出浜に乗

り揚げた。 

船長は、乗り揚げた後、錨台に置いていた錨がなく錨索が船首方に

伸びていることに気付き、本件立標西北西方沖を航行中に錨が海中に

落下し、本船が減速して左転したのではないかと思った。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

（撮影時上げ潮の初期） 

（航海用電子参考図（newpec）使用、本件立標は推定位置に記載） 

図１ 本船の航行経路図（推定）等 

 

船長は、錨索を巻上機で巻いたところ、錨索が本件立標に掛かり、

張っていることに気付いたので、本件立標北側の水深の深い場所まで

本船を移動させて離礁させようと思い、錨索を巻上機で巻き込んで船

底を擦りながら本船を本件立標に接近させた。（図２参照） 

本件立標 
北 



- 4 - 

図２ 乗揚後の錨索の状況（推定） 

 

船長は、本船がおおむね本件立標に向いた状態で本件立標に数ｍま

で近づいたところで少し船底が浮いたので、機関を起動して本船を少

しずつ前進させ、船首甲板のたつ
．．

に巻き止めていた錨索を放し、本船

を離礁させた。 

船長は、本船の機関室が少し浸水していた上に左眼の上を負傷して

いたので、自力で帰航するのは難しいと思い、１１８番通報を行っ

た。その後、陸岸から十分に離れたところまで本船を移動させて漂泊

し、海上保安庁の救援を待った。 

船長は来援した巡視艇に乗船し、本船は同巡視艇により平戸港まで

えい
．．

航された。 

船長は、平戸港から救急車で平戸市内の病院に搬送され、左眼眼
がん

瞼
けん

裂傷及び左眼下
か

涙
るい

小管断裂と診断された。 

本船は、後日、上架されて損傷状況の確認が行われた後、廃船処理

された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真３ 本船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首及び船尾共に約０.５ｍであった。 

船長は、日頃、漁場から帰航する際など長距離の移動時は、必ず錨

を錨台に固縛するようにしていた。 

船長は、本事故当時、右舷船首方の大碆鼻に近づき、同鼻との距離

を見ながら右転して平戸市鯨
けい

島との中間を航行しようと、陸岸の確認

に集中していたので、錨が落下したことには気付かなかった。 

本船から海中に落下した錨は重さが約５０kg のストックアンカー

で、その錨索は約３ｍのチェーン（総重量約３０kg）及び約１００ｍ

のナイロン索で構成されていた。 

本船の錨が落下した海域は、水深が約５ｍ以下で、底質が岩であっ

た。 

分析  
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 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、生月島北方沖において東進中、左舷船首部の錨台に置いて

いた錨が海中に落下したことから、錨索が張って突然減速及び急左転

したものと考えられる。また、船長は、減速及び急左転の反動により

操舵室天井開口部の枠で左眼付近を打ち、主機操縦レバーを中立にし

たものの、意識がもうろう
．．．．

とした状態でどうすることもできなかった

ことから、潮流に圧流され、干出浜に乗り揚げたものと考えられる。 

本船の錨は、船長が錨台に置いただけで固縛していなかったことか

ら、船体の振動及び小さな動揺を継続して受けたことなどにより、海

中に落下したものと考えられる。 

船長は、漁場から帰航する際など長距離の移動をするときは、錨を

錨台に固縛していたが、本事故前、帰航の際に、錨を錨台に固縛して

いるものと思い込み、固縛するのを忘れたことから、錨台に錨を置い

ただけの状態で漁場を出発し、航行を続けたものと考えられる。 

船長は、錨泊のいか
．．

釣り漁をやめて揚収した錨を錨台に置き、漂泊

していか
．．

釣り漁を始めた際、波による動揺がほとんどなかったことか

ら、最後の漁場を出発するときに、錨を錨台に固縛することにしたも

のと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、生月島北方沖において東進中、船長が左

舷船首部の錨台に置いた錨を固縛していなかったため、船体の振動及

び動揺などにより錨が海中に落下して錨索が張り、減速及び急左転し

て船長が主機操縦レバーを中立にした後、潮流により圧流され、干出

浜に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行する前に、錨など落下する装具については、航行の

安全に影響することを十分に考慮し、必ず固縛すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県 

福岡県 

佐賀県 

平戸市 

大碆鼻  

平戸島 

生月島  

本件立標 

 事故発生場所 
（令和６年７月１３日 
０１時３０分頃発生） 

熊本県 

生月島 
大碆鼻灯台  

鯨島  

 

薄香湾 



- 7 - 

写真３ 本船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
右舷船首部外板（亀裂）           左舷船首部外板（亀裂） 

 

 

 

 

 
プロペラ翼（曲損）                舵（破損） 

 

 

※ 平戸市漁業協同組合提供 


